
 

単元や題材など内容や時間の
まとまりでの授業づくり（例）

＜単元の指導に入る前＞
①この単元で身に付けさせたい資質・能力は何か
②評価場面と評価方法をどうするのか
③どのような指導計画で迫るのか
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１時間目
視点１ 見通し

視点２ 課題解決

視点３ 振り返り

④授業実践
１時間目では児童
生徒と単元の目標
を共有

視点１ 見通し

視点２ 課題解決

視点３ 振り返り

(ｎー１)時間目

ｎ時間目

視点１ 見通し

視点２ 課題解決

視点３ 振り返り

⑥評価場面の一つ
として
・単元テスト
・パフォーマンス
テスト

・レポート等

＜単元の指導を終えて＞
⑦児童生徒のつまずきへの対応
自身の指導の振り返り

視点１ 見通し

視点２ 課題解決

視点３ 振り返り

⑤単元指導中
児童生徒の学習の
状況を形成的に捉
えた計画の修正

視
点
１
見
通
し

視
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３時間目
視点１ 見通し

視点２ 課題解決

視点３ 振り返り

２時間目

11 確かな学力を育む授業 

 

１ 「１単位時間」から「単元や題材など内容や時間のまとまり」へ 

 資質・能力の育成を目指すにあたり、各教科の指導においては、単元や題材などのまとまりを見通し

た授業改善が求められます。「いわての授業づくり３つの視点」は本県が取り組んできた授業づくりの

基本ですが、単に１単位時間の「型」と捉えるのではなく、主体的・対話的で深い学びの実現を図るた

めの授業改善の視点として、単元や題材などのまとまりの中でも捉えることが大切です。 

 

【取組のポイント】  

学習指導要領総則では、「各教科等の指導内容につい

ては、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通し

ながら、そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を

加え、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業

改善を通して資質・能力を育む効果的な指導ができる

ようにすること」と示されています。 

また、学習評価においても「各教科等の目標の実現

に向けた学習状況を把握する観点から、単元や題材な

ど内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や

方法を工夫して、学習の過程や成果を評価し、指導の

改善や学習意欲の向上を図り、資質・能力の育成に生

かすようにすること」とされています。 

右図はその趣旨を踏まえた単元や題材など内容や時

間のまとまりを見通した授業づくりの構想例です。本

県では、「いわての授業づくり３つの視点」が授業づく

りの基本として定着してきていますが、今後は１単位

時間のみならず、長期的な視点で児童生徒に身に付け

させたい資質・能力を明確にした授業を構成し、実践

するとともに、指導した結果について指導と評価の一

体化の視点から協議することを通して、児童生徒の資

質・能力の向上を目指します。 

 

 

参考 「指導の評価と改善」 

 学習評価は、学校における教育活動に関し、生徒の学習状況を評価するものである。「生徒にどうい

った力が身に付いたか」という学習の成果を的確に捉え、教師が指導の改善を図るとともに、生徒自身

が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができるようにするためにも、学習の評価の在り方は

重要であり、教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性のある取組を進めることが求められる。 

 

＜中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 総則編＞ ※小学校学習指導要領、高等学校学習指導要領にも同旨 



 

 

◇ 学校の組織的な取組 × 教職員一人ひとりの資質向上 × 働き方改革の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/gakkou/gakuryokuportal/index.html 

授業アイディア例な
ど、学力向上関係の資
料等は、県ＨＰからダ
ウンロードできます。 

学校の組織的な取組は、教育課程と連動して教育の質の向上につながることを目指すものです。そ

して、各学校がさまざまな教育課題に直面する中、多忙化の解消や勤務時間の適正化、負担の軽減、

教職員の業務の在り方の見直しなど、働き方改革の推進と一体的に取り組むべきものです。 

校内研究や各種研修、各事業等をトータルでマネジメントし、一部教職員だけに過度な負担・負担

感が生じにくい在り方を追求することや、教職員・児童生徒の双方に余白を創出し、豊かな教育活動

につなげることが大切です。学校全体で、個人としても、組織としても改革・改善を進めながら、若

手や経験の浅い教職員を支え、教職員一人ひとりの資質向上を目指したいものです。 

例えば、このような取組をしている学校があります。 

 ・授業研究会の前に、授業づくりを検討するグループを編成し、他学年や他教科の教職員が児童生

徒役となって模擬授業等を行い、学年や教科を超えて話し合えるようにしている。 

 ・管理職と研究主任が、教職員の研修等の参加希望を聞き取り、総合教育センター希望研修等を積

極的に活用し、参加体制を整え、教職員一人ひとりの資質向上に取り組んでいる。 

 ・学級担任や教科担任が、授業の準備等に時間をかけることができるように、必要に応じて資料作

成等を担任外や他学年の教職員で分担するなど、お互いに手伝えるようにしている。 

https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/gakkou/gakuryokuportal/index.html

